 重要 
令和７年度高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金に係る
申請等に関するお知らせ


◆収入の修正申告や税額の更正があった場合

　○　就学支援金の認定結果に影響する可能性があります。修正申告等により税額の更正が
あった場合は、通われている高校の事務室まで御連絡ください。

　○　税額の更正により「不認定から認定」に変更となる場合、市町村から発出される納税
通知書等の変更が分かる通知を受け取った日の翌日から１５日以内に再申請した場合に
限り、遡って就学支援金の支給が受けられます。（１５日を超えた場合は、遡って支給
されませんのでご注意ください。）






問合せ先　愛知県立一宮興道高等学校事務室　
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